
平成30年7月豪雨で被災された方への支援制度をお知らせします
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被災した住宅などの解体・撤去費用を償還します

被災した建物の解体と災害で流入した土砂・がれきの撤去

　被災した住宅などの建物の解体や宅地内に流入し
たがれきを撤去した人へ、かかった費用を償還しま
す。申請期限は今月末までです。早めに申請してく
ださい。
※すでに業者に解体・撤去を依頼していて、申請期限
までに作業が終わらない場合は、相談してください。
申請期限　２月28日（木）まで
受 付場所　災害廃棄物対策チーム（市役所本庁４階）
対 象者　被災した建物や土地などの所有者で、すで
に建物の解体やがれきを撤去した人
対象となる費用　
①半壊以上の住宅（店舗兼住宅を含む）の解体・撤去費用

②半壊以上と認められ、二次災害につながる恐れや
生活環境の保全に支障がある建物（空き家、倉庫など
を含む）の解体・撤去費用
③宅地などの民有地に堆積したがれき（土砂のみは除
く）の撤去費用
償 還額　申請金額または市が定める基準で計算した
額のうち、いずれか低い額

用 意する物　本人確認書類、印鑑、被災（り災）証明
書、登記事項証明書、施工前・中・後の写真、建物
の配置図、撤去・解体に関する書類（契約書など）

※詳しくは問い合わせてください。
問災害廃棄物対策チーム（☎0848・67・6157）

　市は被災した住宅などの建物の解体や、宅地内に
流入した土砂・がれきの撤去を行なっています。申請
期限は３月29日（金）までです。早めに申し込んでく
ださい。
申請期限　３月29日（金）まで
対 象者　被災した建物や土地などの所有者
対象となる物件
①半壊以上の住宅（店舗兼住宅を含む）
②半壊以上と認められ、二次災害につながる恐れや
生活環境の保全に支障がある建物（空き家、倉庫など

を含む）
③宅地内に堆積した土砂（流木・岩石を含む）・がれき
手 　順　①希望者は申し込み先に連絡②日程を調整
後、担当職員が現地を訪問③要件などを確認し、今
後の手続きや解体・撤去の流れを説明

申 し込み先　災害廃棄物対策チーム（市役所本庁４
階☎0848・67・6157） 　 

※３月１日（金）からは都市開発課（円一町庁舎３階
☎0848・67・6117）で申し込みを受け付けます。

▲ 被災者支援のために
糸崎岸壁に停泊する
防衛省の貨客船はく
おう（平成30年７月
20日撮影）

申請は今月末まで

申請は３月29日（金）まで


